
公   告   書 

 

公告 第 374号 

令和 6年 8月 28日 

 

組合規程（資格確認書管理規程）新設について 

 

令和 6年 7月 24日に開催した第 107回組合会において、組合規程（資格確認書管

理規程）の新設が承認されたので、規約第５１条の規定に基づき別紙のとおり公告する。 

 

 

 

サンデン健康保険組合   

理事長 大月 孝宏   
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サンデン健康保険組合 
 

 

 

資格確認書管理規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、サンデン健康保険組合における健康保険資格確認書（以下「資格確認書」と

いう。）の管理についての基準を定め、資格確認書の適正な管理を図ることを目的とする。 

 

（管理責任者） 

第２条 資格確認書の管理責任者は、常務理事とする。 

 

（無効証及び廃棄処分） 

第３条 被保険者資格喪失等の事由により返納された資格確認書又は書損となった資格確認書は第

一面に無効表示を行なった後、廃棄するものとする。 

２ 資格確認書の廃棄は、常務理事の決裁を経て処分するものとする。 

 

（資格確認書の再交付） 

第４条 紛失等のよる資格確認書（ハガキ型）の再交付の際は、手数料として１，０００円／件を

徴収する。 

   ただし、毀損の場合を除く。 

 

（規程の変更） 

第５条 この規程に定めのない事項及びこの規程の変更は、理事会の議決によらなければならない。 

 

 

 

  附  則（令和６年７月 24日議決） 

   この規程は、令和６年 12月２日から施行する。 

 


